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市
政
に
関
す
る
諸
案
件
が
審
議
さ
れ
ま

す
の
で
、ぜ
ひ
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
本
会
議
︵
傍
聴
席
28
席
︶

各
議
員
に
よ
る
一
般
質
問
や
議
案
の
質
疑

を
行
い
ま
す
。

▼
委
員
会　

議
案
の
内
容
を
詳
し
く
審
議

し
ま
す
。

▼
請
願
・
陳
情
の
提
出
締
切
日

２
月
20
日
㈪　

午
後
５
時

□
キ
ャ
ッ
チ
に
よ
る
市
議
会
放
映

▼
放
映
予
定
日

○
３
月
２
日
㈭
放
映

市
長
の
施
政
方
針
お
よ
び
教
育
長
の
教
育

行
政
方
針
（
２
月
28
日
㈫
分
）

○
３
月
９
日
㈭
放
映

一
般
質
問
（
３
月
２
日
㈭
分
）

○
３
月
16
日
㈭
放
映

一
般
質
問
（
３
月
６
日
㈪
分
）

○
３
月
22
日
㈬
放
映

一
般
質
問
（
３
月
７
日
㈫
分
）

▼
放
映
時
間　

午
後
６
時
～
議
会
終
了

※�

３
月
２
日
放
映
分
は
午
前
７
時
か
ら
、

正
午
か
ら
、
午
後
４
時
か
ら

▼
放
映
チ
ャ
ン
ネ
ル

デ
ジ
タ
ル
106
チ
ャ
ン
ネ
ル

　

平
成
29
年
度
の
小
学
校
お
よ
び
中
学
校

へ
の
入
学
通
知
書
を
１
月
末
に
発
送
し
ま

し
た
。

　

４
月
か
ら
新
た
に
小
学
校
ま
た
は
中
学

校
に
就
学
す
る
予
定
の
お
子
さ
ん
の
い
る

家
庭
で
、
ま
だ
入
学
通
知
書
が
届
い
て
い

な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
入
学
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
学
校
と
違
う
学
校
へ
就
学
す
る
場
合

や
、
記
載
内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
お

早
め
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

市議会3月定例会日程（午前10時開会）

期日 会議名等

2月28日㈫ 本会議（開会・提案説明）

3月  2日㈭ 本会議（一般質問）

6日㈪ 本会議（一般質問）

7日㈫ 本会議（一般質問）

9日㈭ 本会議（質疑）

10日㈮ 本会議（質疑）
予算・決算委員会

13日㈪ 建設水道委員会
予算・決算委員会分科会

14日㈫ 企画文教委員会
予算・決算委員会分科会

15日㈬ 市民福祉委員会
予算・決算委員会分科会

17日㈮ 予算・決算委員会分科会
（予備日）

22日㈬ 予算・決算委員会
議会運営委員会

23日㈭ 本会議（討論・採決・閉会）

　1月15日㈰福祉体育館で、新春武道大会が開催されました。市内外の武道家が多数参加し、素晴らしい演武
と試合が行われました。試合結果は次の通りです。（敬称略）
▶問合せ　生涯学習スポーツ課（福祉体育館内　☎82-5151　午前9時～午後5時・月曜休館）

空　

手　

道

部　　門 優　　勝
形　新人の部 丸山晃輝
形　初級の部 大山斗煌
形　中級の部 牧戸陸斗
形　上級の部 斉藤海希
形　小学生有段の部 渡部美月
形　中学生有級の部 杉原将竜
形　中学生有段の部 戸崎海
形　一般の部（有段） 齋院里緒
組手　小学生の部A 根本蒼大
組手　小学生の部B 髙木健童
組手　一般の部 岩堀壮馬

弓　

道

金的 該当者なし
学生男子の部 蔦透
学生女子の部 甲斐田光優
一般男子の部 宮本洋
一般女子の部 岸本豊美

剣　

道

部　　門 優　　勝
竹刀組の部 彦坂唯刀
小学低学年の部 久野千夏
小学高学年の部 林勇太郎
中学女子の部 三輪あかり
中学男子の部 牧野佐亮
高校女子の部 間玲実
高校男子の部 保田将志
一般女子の部 小笠原梨香
一般男子の部 大溝悟史

柔　

道

小学1年生の部 奥田梨央
小学2年生の部 川野文華
小学3年生の部 倉地壱国
小学4年生の部 吉岡実里
小学5年生の部 杉浦英哲
小学6年生の部 菅原大悟
中学生男子50kg以下級 萬弘斗
中学生男子60kg以下級 橋本弥勇汰
中学生男子60kg超級 原口滉生
中学生女子の部 上田綾華

第39回新春武道大会結果

市
議
会
３
月
定
例
会

議
事
課�

庶
務
係　
　
（
☎
（95）
０
１
３
７
）

入
学
通
知
書
は
届
き
ま
し
た
か

学
校
教
育
課�

学
校
教
育
係

（
☎
（95）
０
１
３
６
）
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４
月
か
ら
、
土
曜
日
の
一
時
保
育
事
業

は
宝
保
育
園
の
み
で
実
施
し
ま
す
。

▼
と
き　

午
前
９
時
～
正
午

※�

宝
保
育
園
は
土
曜
日
の
み
一
時
保
育
事

業
を
実
施
し
、
そ
の
他
の
曜
日
で
は
実

施
し
ま
せ
ん
。

　

昨
年
12
月
に
市
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
ち
り
ゅ
っ
ぴ
の
う
た
「
ち
り
ゅ
っ

ぴ
・
ち
り
ゅ
っ
ぴ
」
が
で
き
ま
し
た
。
歌

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
「
ち
り
ゅ
っ
ぴ
の

部
屋
」
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
他
、

市
図
書
館
、
中
央
公
民
館
図
書
室
、
猿
渡

公
民
館
図
書
室
で
貸
出
を
し
て
い
ま
す
。

貸
出
期
間
等
に
つ
い
て
は
、
各
施
設
へ
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

緑
化
推
進
の
一
環
と
し
て
、
緑
の
募
金

の
一
部
を
活
用
し
て「
か
き
つ
ば
た
の
苗
」

を
無
料
で
配
布
し
ま
す
。

�

か
き
つ
ば
た
は
、
鉢
植
え
で
育
て
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
苗
と
一
緒
に
鉢
植
え
で

の
育
て
方
の
手
引
き
も
お
渡
し
し
ま
す
の

で
、
ご
家
庭
で
「
知
立
市
の
花
か
き
つ
ば

た
」
を
育
て
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
と
き　

２
月
24
日
㈮　

午
前
９
時
30
分

～
正
午

※
無
く
な
り
次
第
、
配
布
終
了
。

▼
と
こ
ろ　

市
役
所
南
側
広
場
（
屋
外
）

（
左
図
参
照
）

▼
配
布
数　

200
ポ
ッ
ト
（
先
着
順
）

※
お
一
人
様
１
ポ
ッ
ト
限
り
。

　国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。
　届出を忘れると、将来受け取る年金額が少なくなったり、受けられなくなる場合がありますので、次のようなときは、
自ら届出を行うことが必要です。忘れずに届出をしましょう。　　▶問合せ　国保医療課　国保年金係（☎95-0123）

こんなとき どうする 届出先 手続きに必要なもの
20歳になったとき ※1（厚生
年金・共済組合の加入者を除く）国民年金に加入の手続き

第1号被保険者→国保医療課国保年金係
第3号被保険者→配偶者の勤務先 印鑑

会社を退職したとき 国民年金に加入の手続き
（被扶養配偶者も同様） 国保医療課国保年金係 印鑑、年金手帳、資格喪

失証明書、離職証明書等
結婚や退職等で配偶者の扶養に
なったとき

第3号被保険者への種別変更
の手続き 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先におたず

ねください

配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被
保険者への種別変更の手続き 国保医療課国保年金係 印鑑、年金手帳

資格喪失証明書
第3号被保険者の配偶者が会社
をかわったとき

引き続き第3号被保険者とな
る手続き 配偶者の新しい勤務先 配偶者の勤務先におたず

ねください

海外に居住するとき 任意加入の手続き 国保医療課国保年金係 印鑑、年金手帳国民年金をやめる手続き

年金の受給資格が足りないとき 任意加入の手続き（60歳～
70歳未満の人が対象） 国保医療課国保年金係 ※１ 印鑑、年金手帳、預貯金

通帳、預貯金通帳届出印

年金額を満額に近づけたいとき 任意加入の手続き（60歳～
65歳未満の人が対象） 国保医療課国保年金係 ※１ 印鑑、年金手帳、預貯金

通帳、預貯金通帳届出印

年金手帳をなくしたとき ※2 再交付の手続き 第1号被保険者→国保医療課国保年金係
第3号被保険者→年金事務所

印鑑、本人を確認できる
もの

第1号被保険者…自営業者・農林漁業従事者・学生・無職などの人で20歳以上60歳未満の人
第3号被保険者… 厚生年金や共済年金に加入している65歳未満の会社員や公務員などに扶養されている配偶者で、20歳以上60歳

未満の人
※1 刈谷年金事務所でも手続き可能　　※2 急ぎの場合は刈谷年金事務所でご相談ください

上手に育てることができれば、5月
にはきれいなかきつばたが咲きます。
写真提供：「かきつだっぴ」様

「
緑
の
募
金
」
で
か
き
つ
ば
た

の
苗
を
配
布
し
ま
す

市
緑
化
推
進
協
議
会（
都
市
計
画
課

公
園
緑
地
係
内
）　　
（
☎
（95）
０
１
５
７
）

ち
り
ゅ
っ
ぴ
の
う
た「
ち
り
ゅ
っ
ぴ・

ち
り
ゅ
っ
ぴ
」の
Ｃ
Ｄ
貸
出
し
ま
す

経
済
課�

商
工
観
光
係（
☎
（95）
０
１
２
５
）

図
書
館　
　
　
　
　

�（
☎
（83）
１
１
３
１
）

中
央
公
民
館
図
書
室�（
☎
（83）
１
１
６
５
）

猿
渡
公
民
館
図
書
室�（
☎
（83）
０
６
７
６
）

　国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。
～国民年金　こんな時は、忘れずに届出を！～

平
成
29
年
度
一
時
保
育
事
業
の

土
曜
日
利
用
に
つ
い
て

子
ど
も
課�

保
育
係　
（
☎
（95）
０
１
２
１
）
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３
月
に
開
催
す
る
リ
ユ
ー
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト
の

出
店
者
を
募
集
し
ま
す
。市
内
で
、４
Ｒ（
リ

ユ
ー
ス
、リ
サ
イ
ク
ル
、リ
フ
ュ
ー
ズ
、リ
デ
ュ
ー

ス
）
の
活
動
に
取
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

▼
と
き　

３
月
４
日
㈯　

午
前
10
時
～
正

午
（
雨
天
中
止
）

※�

中
止
の
決
定
は
前
日
に
行
い
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
と
こ
ろ　

福
祉
の
里
八
ツ
田
南
駐
車
場

お
よ
び
メ
ー
プ
ル
け
や
き
駐
車
場

▼
出
店
資
格　

事
業
目
的
で
は
な
い
一
般

の
人
（
市
外
在
住
の
人
も
可
）

▼
出
品
で
き
る
も
の　

家
庭
か
ら
出
た
使

用
可
能
な
不
要
品
、
手
作
り
品
な
ど

▼
出
品
で
き
な
い
も
の　

使
用
不
可
能
な

も
の
、
汚
れ
て
い
る
も
の
、
大
型
家
電
、

精
密
機
器
、
大
型
・
中
型
家
具
、
自
転
車
、

手
作
り
し
た
食
料
品
、
生
き
物
、
期
限
切

れ
の
も
の
、違
法
の
可
能
性
の
あ
る
も
の
、

事
業
と
し
て
販
売
す
る
も
の
、
植
物
（
苗

木
、
野
菜
）、
生
鮮
食
品

▼
出
店
料　

無
料

▼
ブ
ー
ス
の
大
き
さ　

間
口
３
ｍ
×
奥
行

２
ｍ

▼
ブ
ー
ス
数　

32
ブ
ー
ス（
複
数
ブ
ー
ス
の

申
込
不
可
）場
所
の
指
定
は
で
き
ま
せ
ん

▼
応
募
受
付　

２
月
16
日
㈭
～
28
日
㈫

（
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
）

▼
応
募
方
法　

申
込
み
用
紙
に
ご
記
入
い

た
だ
く
か
、
直
接
、
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ

メ
ー
ル
に
氏
名
、
住
所
、
連
絡
先
、
出
品

す
る
も
の
を
ご
記
入
の
う
え
、環
境
課（
Ｆ

Ａ
Ｘ
（83）
１
１
４
１　

Ｅ
メ
ー
ルkankyo�

@
city.chiryu.lg.jp

）
に
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。（
電
話
で
の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。）

受
付
は
先
着
順
と
し
、
市
内
在
住
の
人
を

優
先
し
ま
す
。

※
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
し
ま
す
。

※�

事
業
の
趣
旨
に
反
す
る
人
は
出
店
を
お

断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※�

申
込
用
紙
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

不
妊
で
悩
ん
で
い
る
夫
婦
に
、
そ
の
治

療
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
者　

夫
婦
の
ど
ち
ら
か
が
知
立
市

に
住
所
が
あ
り
、
医
療
保
険
に
加
入
し
、

医
師
に
不
妊
治
療
の
必
要
が
あ
る
と
診
断

さ
れ
た
法
律
上
の
夫
婦

※�

他
の
市
町
村
で
同
様
の
補
助
を
受
け
て

い
る
場
合
は
対
象
外

▼
対
象
治
療　

平
成
28
年
３
月
１
日
～
平

成
29
年
２
月
28
日
ま
で
に
受
け
た
不
妊
検

査
、
一
般
不
妊
治
療
、
人
工
授
精

▼
対
象
費
用　

対
象
治
療
に
要
す
る
費
用

の
自
己
負
担
額
。健
康
保
険
適
用
外
の
費
用

も
対
象
と
な
り
ま
す
。（
文
書
料
な
ど
の
治

療
に
直
接
関
係
の
な
い
費
用
は
対
象
外
）

▼
補
助
内
容　

１
夫
婦
１
年
度
に
つ
き
１

回
、
自
己
負
担
額
の
２
分
の
１
、
上
限
５�

万
円

※�

１
年
度
は
３
月
受
診
分
か
ら
翌
年
２
月

受
診
分
で
す
。
期
間
は
継
続
す
る
２
年

間
で
、
他
の
市
町
村
で
受
け
た
補
助
期

間
も
含
ま
れ
ま
す
。

▼
申
請
期
日　

３
月
31
日
㈮
ま
で

▼
そ
の
他　

申
請
書
類
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

海
南
こ
ど
も
の
国
で
は
、
ひ
な
ま
つ
り

を
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト
「
み
ん
な
で
つ
く
ろ

う
～
ひ
な
か
ざ
り
～
」
を
開
催
し
ま
す
。

▼
と
き　

２
月
25
日
㈯
・
26
日
㈰　

午
前

10
時
30
分
～
午
後
３
時
ま
で

▼
と
こ
ろ　

海
南
こ
ど
も
の
国　

こ
ど
も

の
館
（
弥
富
市
）

▼
内
容　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
と
千
代
紙

で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ひ
な
か
ざ
り
を
作
り
ま

す
。

▼
対
象　

幼
児
・
児
童

▼
定
員　

100
人

▼
参
加
費　

無
料

▼
申
込
み　

不
要

▼
問
合
せ　

海
南
こ
ど
も
の
国
（
Ｆ
Ａ
Ｘ

０
５
６
７
（52）
１
５
１
４　

Ｅ
メ
ー
ル�

k-kodom
o@
aichi-park.or.jp

）

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://aichi-park.or.jp/k-kodom
o/

　

Ｈ
Ｉ
Ｖ
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
性
行
為

で
感
染
し
ま
す
が
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て

も
、体
の
中
で
あ
る
程
度
増
え
な
け
れ
ば
、

特
徴
的
な
症
状
は
何
も
現
れ
ま
せ
ん
。

　

現
在
で
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
も
、

早
期
に
治
療
を
開
始
す
れ
ば
、
エ
イ
ズ
を

発
症
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

保
健
所
で
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査
を
無

料
・
匿
名
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

保
健
所
に
よ
っ
て
、
検
査
の
曜
日
・
時

間
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で
、

平
成
27
年
４
月
１
日
に
、
公
務
扶
助
料
や

遺
族
年
金
等
を
受
け
る
人
が
い
な
い
場
合

に
、第
10
回
特
別
弔
慰
金（
額
面
25
万
円
、

５
年
償
還
の
記
名
国
債
）
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

▼
対
象
者　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご

遺
族
お
一
人

▼
請
求
期
間　

平
成
30
年
４
月
２
日
㈪
ま

で※�

請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
第
10
回
特
別
弔

慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
請
求
窓
口　

福
祉
課
保
護
援
護
係

▼
請
求
に
必
要
な
書
類
等　

請
求
書
類
の

ほ
か
、
請
求
さ
れ
る
人
に
応
じ
た
戸
籍
書

類
等

▼
問
合
せ　

県
健
康
福
祉
部
地
域
福
祉
課

（
Ｆ
Ａ
Ｘ�

０
５
２
（954）
６
９
４
５
）

Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査
の
ご
案
内

県
エ
イ
ズ
情
報
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
５
２
（972）
９
２
０
０
）

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
～
ひ
な
か
ざ
り
～

海
南
こ
ど
も
の
国

（
☎
０
５
６
７
（52）
１
５
１
５
）

一
般
不
妊
治
療
費
補
助
金
制
度

を
ご
存
知
で
す
か

保
健
セ
ン
タ
ー　
　

�（
☎
（82）
８
２
１
１
）

愛
知
県
だ
よ
り

リ
ユ
ー
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店
者
募
集

環
境
課�

ご
み
減
量
係（
☎
（95）
０
１
２
６
）

「
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別

弔
慰
金
」の
請
求
は
お
済
み
で
す
か

県
健
康
福
祉
部
地
域
福
祉
課

（
☎
０
５
２
（954）
６
６
３
２
）
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